
鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱 
 

制  定 平成29年３月23日付第201600189208号 

最終改正 令和７年10月１日付第202500142029号 

鳥取県農林水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、規則、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業実施要領（平成２９年３

月２３日付第２０１６００１８９２３２号鳥取県農林水産部長通知。以下「要領」という。）並びに

国事業の実施にあっては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）、森

林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成３０年３月３０日付２９林政政

第８９３号農林水産事務次官依命通知）及び林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領（令和５年

３月３０日付４林政経第８９９号林野庁長官通知）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、森林整備の担い手である林業労働者の技術・技能の向上、労働安全衛生環境の整

備、福利厚生の充実等を図ることにより、林業労働者を育成・確保することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、要領に基づいて実施される別表の第１欄に掲げる事

業（以下「補助事業」という。）について、次に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付す

る。 

（１）補助事業を行う別表の第２欄に掲げる者 

（２）別表の第１欄の１の(３)のイの事業について、第２欄に掲げる者に対し、その者が行う補助事業

（以下｢間接補助事業」という。）に要する同表の第４欄に掲げる経費（以下「間接補助対象経費」

という。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて

得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に同表の第５欄に定める率（以下「補助率」と

いう。）を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する同表の第３欄に掲げる者 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額（仕入控除税額を除く。）に、補助率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）以下とする。 

３ 事業主体は、本事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣

旨を踏まえ、県内事業者（県内に本店、支店、営業所、事務所その他の名称のいかんを問わず事業を

行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。）への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、林政企画課長又は地方事務所の長（東部農林事務所八頭事務所、中部

総合事務所、西部総合事務所及び西部総合事務所日野振興センターをいう。以下同じ。）が別に定め

る日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、別表の第１欄の１の

(２)、２の(１)のア及び２の(２)のアに掲げる事業にあっては様式第１号に、その他の事業にあっ



ては様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が５

パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第３に掲げる法人及び同法第２条第７項に規定

する人格のない社団等をいう。）若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでな

いときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じ

て得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日（本補助金が適正化法第

２条第４項に規定する間接補助金等（以下「間接国費補助金」という。）に該当する場合にあって

は、交付申請を受けた日から起算して、知事が、その財源に充当する国の交付金の交付を申請してか

ら当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として２０日を加えた日数）が経過する日までの間

に行うものとする。ただし、別表の第１欄の１の(２)、２の(１)のア及び２の(２)のアに掲げる事業

にあっては、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定（以下「交付額確定通知」という。）と

併せて、同項の規定による審査等が完了した後に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。ただし、別表の第１欄の１の(２)、２

の(１)のア及び２の(２)のアに掲げる事業にあっては、交付額確定通知と併せて様式第４号による

ものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控

除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明

らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、当該変更後の額。以

下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第６条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、第３条第１項第２号に規定す

る間接補助金（以下「間接補助金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下「間接

補助事業者」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に掲

げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件を付

さなければならない。 

第１２条（第４項を除く。）、

第１３条、第１４条、第１６

条第２項後段、第１７条、第

２５条及び第２６条 

 

 

 

補助事業者等 間接補助事業者 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接補助事業 

知事 補助事業者 

様式第２号による 補助事業者が定める 

対象事業 間接補助事業 

様式第３号による 補助事業者が定める 

補助金等及び間接県費補助金等 間接補助金 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第６欄に定めるもの

以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において､同項中｢財源に充当

する国の交付金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について農林水産大臣

の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。 

 

（間接的な変更等の承認） 

第８条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づき、



間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第２号による申請

書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準用す

る場合も含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、間接補助事業ごとに別表の第６欄に定

める変更並びに間接補助事業の中止及び廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に準

じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受け

たときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日まで

に行わなければならない。ただし、別表の第１欄の１の(２)、２の(１)のア及び２の(２)のアに掲げ

る事業については、交付申請をもってこれに替えるものとする。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃

止の日から２０日を経過する日と、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の４月１

０日のいずれか早い日。 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌

年度の４月１０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞ

れ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告

控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超

える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超

えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対

応する額を県に返還しなければならない。 

 

（進捗状況報告） 

第１１条 規則第１７条第３項の規定による報告は、翌年度の４月１０日までに行わなければならな

い。 

２ 前項の報告は、様式第６号によるものとする。 

 

（間接補助金の支払） 

第１２条 補助事業者は、本補助金の支払を受けたときは、その支払を受けた額に応じた額の間接補

助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（提出書類の部数等） 

第１３条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、正本１部とし、所管の地方事務所

の長に提出しなければならない。ただし、林業退職金共済鳥取県支部、公益財団法人鳥取県林業担い

手育成財団、林業・木材製造業労働災害防止協会鳥取県支部及び公益財団法人鳥取県造林公社は、正

本１部を知事（林政企画課）に直接提出するものとする。 

 

（雑則） 

第１４条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産



部長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年３月２３日から施行し、平成２９年度の補助事業から適用する。 

２ 鳥取県森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱（平成１４年７月２４日付林第２４８号鳥

取県農林水産部長通知）及び鳥取県林業労働力確保総合対策事業費補助金交付要綱（平成１４年８

月６日付林第２７６号鳥取県農林水産部長通知）は、廃止する。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月２７日から施行し、平成２９年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２９年４月２７日までに交付決定した当該補助金については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年３月２９日から施行し、平成３０年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成３０年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年３月２６日から施行し、平成３１年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年６月２６日から施行し、施行日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年３月２３日から施行し、令和２年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和２年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、なお

従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年３月２６日から施行し、令和３年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和３年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、なお

従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年３月２３日から施行し、令和４年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、なお

従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年３月１６日から施行し、令和５年度の補助事業から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までに交付決定した当該補助金については、なお

従前の例による。別表（第３条、第８条、第９条関係） 

附 則 

１ この要綱は、令和６年３月２８日から施行し、令和６年度の補助事業から適用する。 

附 則 

１ この改正は、令和７年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行し、令和７年度の補助事業

から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和７年度において施行日の前日までに交付決定した本補助金（社会

保険料掛金助成事業に限る。）については、なお従前の例による。 

  



別表（第３条、第４条、第５条、第７条、第８条、第１０条関係） 

１ 

補助事業 

２ 

事業実

施主体 

３ 

間接交

付主体 

４ 

補助対象経費 

５ 

補助率 

６ 

重要な 

変更 

１ 

新
規
就
業
支
援
事
業 

（１）技術習得

支援事業 

 

林業事

業体 

－ ア 新規就業者（他の事業と重複する

場合を除く新規就業後４～５年以内

の者）が林業労働者として必要な基

礎的技能を習得するのに必要な研修

を行うために要する経費（内部講師

に係る基本給の日額相当額（社会保

険料、各種手当、賞与を除く）、外

部講師に係る謝金、旅費）の６割相

当額 

イ 新規参入事業体に雇用されている

作業員が林業労働者として必要な基

礎的技能を習得するのに必要な研修

を行うために要する経費（外部講師

に係る謝金、旅費） 

１/２ 補助金額

の増及び

３０％を

超える減 

（２）木材運搬

等効率改善事

業 

林業事

業体等 

－ 準中型、中型、大型運転免許の新規

取得に必要な教習料、講習料、学科試

験料、実技試験料及び運転免許受験料 

１/３ 

（準中型免許

については一

人当たり上限

６万円、中型

免許について

は１人あたり

上限７万円、

大型免許につ

いては１人あ

たり上限１３

万円） 

（３）雇

用条件改

善事業 

ア 林

業退職

金共済

掛金助

成事業 

林業退

職金共

済事業

鳥取県

支部 

－ 雇用する林業労働者について、林業

退職金共済に加入する場合の事業主負

担に要する経費（６２日分相当額を限

度とする。） 

１０/１０ 補助金額

の増 

 

イ 社

会保険

料掛金

助成事

業 

林業事

業体 

市町村 雇用する林業労働者であって、当該

市町村に在住するものに係る健康保

険、介護保険及び厚生年金の事業主体

負担に要する経費（本補助金の申請年

度に負担した掛金を対象とする。） 

１/４ 

ウ 林

業労働

者福祉

向上推

進事業 

公益財

団法人

鳥取県

林業担

い手育

成財団 

－ （ア）林業労働者共済年金掛金助成事

業 

林業労働者共済年金掛金助成金の支給

に要する経費(本補助金の申請年度に

負担した掛金の全額を対象とする。) 

４/１０ 

（イ）林業労働者年末一時金支給助成

事業 

林業労働者年末一時金助成金の支給に

要する経費 

（ウ）運営費助成事業 

事業の運営に要する経費 



（４）鳥取県版

緑の雇用支援

事業 

公益財

団法人

鳥取県

林業担

い手育

成財団

、林業

事業体

等 

－ 林業事業体が新規雇用した林業労働

者に対して実施する研修に要する経費

(本補助金の申請年度等の研修に要す

る経費を対象とする。) 

定額 補助金額

の増及び

３０％を

超える減 

２ 

林
業
技
術
・
労
働
安
全
対
策
・
経
営
支
援
事
業 

（１）安

全衛生技

能向上支

援事業 

ア 安

全衛生

技能講

習支援

事業 

林業事

業体等 

－ 安全衛生技能講習等の受講（受講料、

テキスト代）及び開催（講師に係る謝金

及び旅費、機械等レンタル料、テキスト

代）並びに林業技能検定の受検（受検手

数料、旅費）に要する経費 

１/２ 

イ 伐

木等技

能競技

大会開

催等支

援事業 

公益財

団法人

鳥取県

林業担

い手育

成財

団、林

業事業

体等そ

の他こ

れらが

構成す

る団体 

－ 伐木・運材の技能競技大会開催に要

する経費、世界伐木チャンピオンシッ

プ（ＷＬＣ）日本大会等への参加に要す

る経費 

１/２（ＷＬＣ

日本大会等へ

の参加につい

ては、１人当

たり１大会上

限７万円） 

（２）林

業災害防

止支援事

業 

ア コ

ンクリ

ート等

資材購

入（調

達）費

助成事

業 

林業事

業体等

、公益

財団法

人鳥取

県造林

公社 

－ 安全確保等のため皆伐・間伐作業現

場の整備・補修に必要なコンクリート、

砕石の購入（調達）に要する経費 

１/２ 

イ 安

全・安

心を確

保する

ための

装備・

器具等

購入費

助成事

業 

林業事

業体等 

林業労働の安全衛生の推進を図るた

めに必要な装備・器具の購入に要する

経費 

ウ 蜂

対策事

業 

＜国事

業＞ 

林業・

木材製

造業労

働災害

防止協

会鳥取

県支部 

－ 蜂アレルギー（アナフィラキシー）抗

体検査に要する経費及びエピペンの購

入に要する経費、事業の運営に要する

経費 

１/２ 



エ 振

動障害

（白ろ

う病）

対策事

業 

＜国事

業＞ 

林業・

木材製

造業労

働災害

防止協

会鳥取

県支部 

－ 振動障害（白ろう病）特殊巡回健診の

受診者への受診費用の補助に対する経

費であって、国に承認された額の範囲

内 

受診者一人当

たりの補助額

は、事業主負

担と同額以下

とし、その上

限額は以下の

と お り と す

る。 

①厚生労働省

委託事業によ

る補助がある

場合：4,000円

から厚生労働

省委託事業に

よる補助を差

し引いた額 

②厚生労働省

委託事業によ

る補助がない

場合：4,000円 

事業の運営に要する経費（事業実施

に要する上記以外の経費であって国に

承認された額の範囲内） 

１/２ 

（３）作業班長

等実践力向上事

業 

＜国事業＞ 

公益財

団法人

鳥取県

林業担

い手育

成財団 

－ ア 作業システム実践力養成研修事業 

鳥取県に最適な作業システムを実

践できる班長等の養成研修に要する

経費 

イ コーチング研修事業 

班長等の指導能力向上のためのコ

ーチング研修に要する経費 

ウ 安全に特化した林業研修事業 

伐倒訓練、架線系作業等の研修に

要する経費 

１０/１０ 

（４）森林施業

プランナー育成

事業 

公益財

団法人

鳥取県

林業担

い手育

成財団 

－ 森林施業プランナー育成研修に要す

る経費 

定額 

  



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その１（技術習得支援事業、鳥取県版緑の雇用支援事業、林業災害防止支援事業（蜂対策事業）、

作業班長等実践力向上事業、森林施業プランナー育成事業の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区  分 事業量 事業費 
負担区分 

備 考 
県補助金 その他 

 

 

 

 

 

 

円 

 

円 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）該当事業だけ記載すること。  

 

（２）事業計画（実績）表 

区 分 

事 業 

実 施 

主体名 

対象者

氏 名 
事業量 事業費 

負担区分 

備 考 
県補助金 その他 

 
 

 

 

 

 

 

 

円 円 

 

円 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

  年  月  日 



４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

 補助金名 
 

 

事業内容 
 

 

補助金に係る問い合わせ先 

 

 

 

（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

 

 

５ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

 

 

 

（添付書類） 

（技術習得支援事業の場合） 

１ 実績報告には、講師が内部講師の場合は、県等が実施する指導者育成研修等を受講したことを

証明する書類を添付するとともに、事業実施期間に作成した「森林緊急通報カード」の写し１枚

を添付すること。 

（鳥取県版緑の雇用支援事業の場合） 

１ 実績報告には、「緑の雇用」新規就業者育成推進事業（国版緑の雇用事業）の実績報告書の写

し又は鳥取県版緑の雇用支援事業実施要領（平成２９年３月２３日付第２０１６００１８９２３

２号鳥取県農林水産部長通知）による研修実施報告書を添付するとともに、事業実施期間に作成

した「森林緊急通報カード」の写し1枚を添付すること。 

（蜂対策事業の場合） 

１ 実績報告には、医療機関等の領収書の写し及び別紙を添付すること。 

（作業班長等実践力向上事業の場合） 

１ 実績報告には、研修実施記録（任意様式）を添付すること。 

 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その１－別紙（林業災害防止支援事業（蜂対策事業）） 

 

蜂対策事業に係る経費明細表 

（単位：円） 

事業体名 受診者数 事業費 
負担区分 事業主負担確認欄 

 （確認年月日） 県補助金 事業主 その他 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    計       

  

 

上記の事業主負担について、確認したことを証明します。 

 

林業・木材製造業労働災害防止協会鳥取県支部 

 

（氏名） 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その２（雇用条件改善事業（林業退職金共済掛金助成事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区分 対象者数 事業費 
負担区分 

備考 
県補助金 その他 

林業退職金共済

掛金助成事業 

 円 円 円  

計      

 

（２）事業計画（実績）表 

 雇用条件改善事業（林業退職金共済掛金助成事業） 

事業体名 氏  名 
共済加入期間 

備 考 
２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計 名 名 名 名 名 
 

 

 ※共済加入期間の欄は、該当年数の欄に○印をつけること。 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

 

 



４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

  補助金名 
 

 

  事業内容 
 

 

 

  補助金に係る問い合わせ先 

 

 

 

 

 （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その３（雇用条件改善事業（社会保険料掛金助成事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区分 対象者数 事業費 
負担区分 

備考 
県補助金 市町村費 その他 

社会保険

料掛金助

成事業 

 円 円 円 円  

計       

（２）事業計画（実績）表 

  雇用条件改善事業（社会保険料掛金助成事業） 

事業実施

主体名 

対象者氏

名 

補助対象年

数（雇用開

始年月日） 

就労日数

（※１） 
事業費 

負担区分 
備考

（算出

基礎）

（※

２） 

県補助金 市町村費 その他 

  年目 

（ 年 月 

日） 

日 円 円 円 円  

         

         

計 名        

※１ 中途採用の場合は、括弧書きにすること。 

※２ 備考の欄に、健康保険（介護保険を含む）、厚生年金の事業費内訳を記載すること。 

 



３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

補助金名  

事業内容  

補助金に係る問い合わせ先 （補助金を所管している部署名や団体名および連絡先） 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その４（雇用条件改善事業（林業労働者福祉向上推進事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区  分 対象者数 事業費 
負担区分 備 考 

県補助金 市町村費 その他 

林業労働者共済年

金掛金助成事業 

人 

 

 

円 円 円 円  

 

 

林業労働者年末一

時金支給助成事業 

 

 

 

 

    

運営費助成事業 
 

 

 

 

    

計 
      

 

（２）事業計画（実績）表 

 （林業労働者共済年金掛金助成事業） 

林業団 

体等数 

加入者

総 数 

加 入

総口数 
掛金総額 事業費 

負担区分 
備考 

県補助金 市町村費 その他 

 人 口 円 円 円 円 円  

 

 

 （林業労働者年末一時金支給助成事業） 

林業団 

体等数 

登録者

総 数 
給付総額 

財 団 

助成額 
事業費 

負担区分 
備考 

県補助金 市町村費 その他 

 人 円 円 円 円 円 円  

 

  

（運営費助成事業） 

職員

数 

人件費 

 （Ａ） 

事務費 

 （Ｂ） 

管理費

（Ａ＋

Ｂ） 

事業費 負担区分 備 考 

県補助金 市町村費 その他 

  人      円      円       円 円 円 円 円  

 

 

※別紙事業計画（報告）内訳書及び事業収支予算（決算）内訳書を添付のこと。 

 

３ 事業完了（予定）年 月 日 

  年  月  日 

 



４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

 補助金名  

 事業内容  

 補助金に係る問い合わせ先 

 

 

 

 （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

 

 

５ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 



様式第１号（第４条関係） 

その５（安全衛生技能向上支援事業（安全衛生技能講習支援事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業内訳書 

 

 

１ 講習等の受講概要 

講習等の種類 受講者数 受講経費 事業費 備 考 

 

 

人 円 

 

円 

 

 

 

     

 

 

計 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

２ 受講の内容 

講習等 

の種類 
受講者氏名 受講経費 事業費 講習実施機関 受講年月日 備 考 

 

 

 

 

円 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

４ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

 

 

 

（添付書類） 

１ 事業内訳書に添付する書類は、次のとおりとする。 

（１）受講申込書の写し又は受講票の写し 

（２）補助対象経費に係る領収書の写し又は支払を証明できるもの 

（３）講習等の修了証の写し又は合格したことが確認できる書類の写し 

 

（注）規則第５条第２号による収支予算書は、事業内訳書をもって収支予算書に準ずる書類とする。 

 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その６（安全衛生技能向上支援事業（伐木等技能競技大会開催等支援事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区  分 対象者数 事業費 
負担区分  

備 考 県補助金 その他 

伐木等技能競技大会開催 
人 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

参加支援      

計      

 

（２）事業計画（実績）表 

ア 伐木等技能競技大会開催 

大会名等 参加者数 事業費 

負担区分  

備考 

 
県補助金 その他 

 

 

人 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

      

運営費 
    

計 
    

 

イ 参加支援 

 

事業体名 

 

 

参加者氏名 

 

補助事業に要する（し

た）経費 

負担区分  

備考 

 

県補助金 

 

その他 

 

 

 

 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

 
     

事務費 
     

計 
     

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 



 

４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

 補助金名 
 

 

  事業内容 
 

 

 

  補助金に係る問い合わせ先 

 

 

 

 

  （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

 

 

５ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

 

 

 

（添付書類） 

１ 伐木等技能競技大会開催 

実績報告には、開催案内、参加者名簿、大会開催結果及び写真を添付すること。 

２ 参加支援 

実績報告には、参加を証明する資料（領収書等の写し）を添付すること。 

 



様式第１号（第４条関係） その７（林業災害防止支援事業（コンクリート等資材購入（調達）費助成事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業内訳書 

１ 事業計画（実績） 

施 行 地 
延 長 

(m) 

幅 員 

(m) 

コンクリート

等使用量 

(m3) 

コンクリート

等購入単価 

(円) 

コンクリート

等購入経費 

(円) 

完了年月日 
備 考 

 番号 市町村 大 字 字 地 番 

         

（    ） 

 

（    ） 

  

         

（    ） 

 

（    ） 

  

計 
    

（    ） 

 

（    ） 

  

（注）１ 施行地ごとに一連番号を付し、施行地番号欄に記入すること。 

２ 施行地の延長はポケットコンパス等による測量による。 

３ 数量等の表示単位は、延長については単位止とし、１位四捨五入とする。幅員については単位以下１位止とし、２位四捨五入とする。コンク

リート等使用量は単位以下２位止とする。 

４ 括弧には税抜き金額を記入すること。 

 

２ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

３ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 



 

（添付書類） 

１ 事業内訳書に添付する書類は、次のとおりとする。 

（１）位置図（施行地の位置を示した２万５千分の１～５万分の１の地形図又はこれに準ずるもの） 

（２）施業図（森林計画図に当該事業の施行地及び皆伐・間伐施行地を記入したもの） 

（３）当該事業に係る皆伐・間伐施行地の伐採届（保安林の場合にあっては、伐採許可証又は間伐届）又は経営計画書の写し 

（４）コンクリート等購入（調達）の納品書の写し 

（５）コンクリート等購入（調達）代金の振込の写し又は領収書の写し 

（６）実施状況写真 

２ 上記１に掲げるもののほか、次の事項に該当するものについては、必要とする書類を申請書に併せて添付するものとする。 

（１）事業主体が当該事業施行地の土地所有者と異なるときは、土地所有者等の同意書等 

（２）林業事業体は申請施行地に係る「とっとり森林緊急通報カード」の写しを添付すること。 

（注）規則第５条第２号による収支予算書は、事業内訳書をもって収支予算書に準ずる書類とする。 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その８（林業災害防止支援事業（安全・安心を確保するための装備・器具等購入費助成事業）の場

合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

区  分 対象者数 事業費 
負担区分 

備 考 
県補助金 その他 

林業災害防止

支援事業 

安全・安心を確

保するための装

備・器具等購入

費助成事業 

人 円 円 円 

 

 

 

（２）事業計画（実績）表 

対象品目 対象者名 
１個当たり 

の値段 
個数 合計金額 

負担区分 
備考 

県補助金 その他 

 

 

 円 個 円 円 円  

       

 

 

       

       

計       

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

  補助金名  

  事業内容  

  補助金に係る問い合わせ先 

 

 （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

５ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

 

 

（添付書類） 

１ 実績報告には、領収書等の写しを添付すること。 

２ 報告にあっては、別紙（対象者に係る購入実績整理表）を提出すること。 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その８－別紙（林業災害防止支援事業（安全・安心を確保するための装備・器具等購入費助成事業）

の場合） 

 

対象者に係る購入実績整理表 

 

事業体名             

 

対象者氏名 

購入年月日 

品目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条、第１０条関係） 

その９（林業災害防止支援事業（振動障害（白ろう病）対策事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業計画（報告）書 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業計画（実績） 

（１）経費の総括 

 振動障害（白ろう病）対策事業 

区  分 対象者数 事業費 

負担区分 

備考 
県補助金 

厚生労働省

委託事業 
その他 

特殊巡回検診の

受診者への受診

費用助成 

人 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

 

事務経費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業計画（実績）表 

事業の内容 

事業体数 

（受診者

数） 

特殊巡回 

検 診 延 日

数 

事業費 

負担区分 備 考 

（経費内

訳、積算基

礎） 

県補助金 

厚 生 労

働 省 委

託事業 

その他 

特殊巡回検診の受

診者への受診費用

助成 

事業体 

 

（   人） 

日 円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

 

事務経費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 



４ 他の補助金の活用 

（１）他の補助金の活用の有無（有・無） 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 

（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 

※「有」の場合に記載すること。 

 補助金名 
 

 

 事業内容 
 

 

 

 補助金に係る問い合わせ先 

 

 

 

 

 （補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 

 

 

 

 

５ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

 

 

 

（添付書類） 

１ 実績報告には厚生労働省委託事業における健診費の補助人数、健診費、補助額及び健診費に対

する個々の事業主の費用負担が分かる資料を添付すること。 

  



様式第１号（第４条関係） 

その１０（新規就業支援事業（木材運搬等効率改善事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業内訳書 

 

 

１ 講習、試験等の受講、受験概要 

取得した免許の種類 受講、受験者数 受講、受験経費 事業費 備 考 

 

 

人 円 

 

 

円 

 

 

 

 

 

     

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 受講、受験の内容 

講習、試験等 

の内訳 
対象者氏名 

受講、受験

経費 
事業費 

講習等実施

機関 

受講、受験年

月日、免許取

得年月日 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

   年  月  日 

 

４ 消費税の取扱い 

（一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者） 

※消費税の取扱いについて、当てはまるものに○をすること。 

 

 

 

（添付書類） 

１ 事業内訳書に添付する書類は、次のとおりとする。 

（１）受講、受験申込書の写し又は受講、受験票の写し 

（２）受講、受験料振込の写し又は受講、受験料領収書の写し 

（３）新規取得した免許証の写し 

（注）規則第５条第２号による収支予算書は、事業内訳書をもって収支予算書に準ずる書類とする。 

 

  



様式第２号（第４条、第１０条関係） 

その１（技術習得支援事業、雇用条件改善事業（林業退職金共済掛金助成事業）、鳥取県版緑の雇

用支援事業、安全衛生技能向上支援事業（伐木等技能競技大会開催等支援事業）、林業災害防止支

援事業（安全・安心を確保するための装備・器具等購入費助成事業）、蜂対策事業、振動障害（白

ろう病）対策事業）、作業班長等実践力向上事業、森林施業プランナー育成事業の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業収支予算（決算）書 

 

１ 収入の部 

単位：円 

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 

備考 
（増） （減） 

(事業名) 

県補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支出の部 

単位：円 

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 

算出基礎 
（増） （減） 

 

 

 

      

      

小計      

 

 

 

      

      

小計      

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「区分」欄には、左欄に事業名、右欄に補助対象経費費目を記載する。 

  



３ 収支精算書 

単位：円 

県補助金交付決定額 
県補助金精算額 

（Ａ） 

県補助金既受領額 

（Ｂ） 

差引県補助金未受領額 

（又は△返還額） 

（Ａ－Ｂ） 

    

※収支精算書は、収支決算書の場合に記入する。 



様式第２号（第４条、第１０条関係） 

その２（雇用条件改善事業（社会保険料掛金助成事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入の部 

単位：円 

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 備 考 

 （増） （減） 

県補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他の補助金を活用している場合は、備考欄に具体的に記入すること 

 

２ 支出の部 

単位：円 

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 

算出基礎 
（増） （減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「区分」欄には、補助対象経費費目を記載する。 

 

３ 収支精算書 

単位：円 

県補助金交付決定額 
県補助金精算額 

（Ａ） 

県補助金既受領額 

（Ｂ） 

差引県補助金未受領額 

（又は△返還額） 

（Ａ－Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収支精算書は、収支決算書の場合に記入する。 

  



様式第２号（第４条、第１０条関係） 

その２－別紙（雇用条件改善事業（社会保険料掛金助成事業）の場合） 

 

【  年度に実施した雇用者の処遇改善の取組】 

 

 

【実施状況等】 

※取組の実施状況が分かる資料や写真を添付すること。 

 

（記載例） 

・基礎賃金向上を図るため〇〇の取組を実施した。 

・有給休暇取得率向上のため〇〇を改善した。 

・作業員の安全確保のため〇〇を実施し、マニュアルを作成した。 

 

 



様式第２号（第４条、第１０条関係） 

その３（雇用条件改善事業（林業労働者福祉向上推進事業）の場合） 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業収支予算（決算）書 

 

１ 収入の部 

単位：円 

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 備考 

（増） （減）  

県 補 助 金  
 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 費 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 金 運 用 益 等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支出の部 

単位：円 

区  分 予算額 精算額 
（比較増減） 算出基礎 

（増） （減）  

林業労働

者共済年

金掛金助

成事業 

      

      

小 計      

林業労働

者年末一

時金支給

助成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費助

成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「区分」欄には、左欄に事業名、右欄に補助対象経費費目を記載する。 

  



３ 収支精算書 

単位：円 

県補助金交付決定額 
県補助金精算額 

（Ａ） 

県補助金既受領額 

（Ｂ） 

差引県補助金未受領額 

（又は△返還額） 

（Ａ－Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収支精算書は、収支決算書の場合に記入する。 



様式第２号（第４条、第１０条関係） 

その３－別紙（雇用条件改善事業（林業労働者福祉向上推進事業）の場合） 

 

（１）林業労働者年末一時金支給助成事業計画（報告）内訳書 

登 録

労 働

者 数

（人） 

 

就労実人数（人） 就労延べ日数（日） 給付 

金額 

（円） 

 

負担区分（円） 

総数 

 

 

 

 

150 

日 

～ 

199 

日 

200 

日 

～ 

249 

日 

250 

日 

以 

上 

 

総数 

 

 

 

 

150

日 

～ 

199

日 

200

日 

～ 

249

日 

250

日 

 

以上 

林業労 

働 者 

掛 金 

 

 

事業主 

掛 金 

 

 

 

財 団 

助成金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）収支予算（決算）内訳書 

単位：円 

 

 

 

収入 

 

 

林業就労促進基金運用益（A） 
 

 

その他収入（B） 
 

 

計（C） 
 

 

 

 

 

支出 

 

 

 

 

共済年金掛金助成（D） 
 

 

年末一時金支給助成（E） 
 

 

運営費助成事業（F） 
 

 

計（G）＝（D）＋（E）＋（F） 
 

 

 

不足額（補助事業に要する経費） 

（G）－（C） 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

番   号 

年 月 日 

 

 

 

様 

 

 

 

職  氏名 

 

 

 

  年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付 第 号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県森林整備

担い手育成総合対策事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付

規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下

記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業は、「○○○○事業」とし、その内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更

された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額   金         円 

（２）交付決定額   金         円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の（間接）補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申

請書に記載のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知す

るところによる。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県森林整備担い手育成総合対策

事業費補助金交付要綱（平成２９年３月２３日付第２０１６００１８９２０８号鳥取県農林水産

部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額

と、２の(２)の交付決定額（変更された場合は、当該変更後の額）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなけれ

ばならない。 



様式第４号（第５条関係） 

番   号 

年 月 日 

 

 

様 

 

 

職  氏名 

 

 

 年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付決定及び交付額確定通知書 

 

  年 月 日付 第 号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県森林整備

担い手育成総合対策事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付

規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下

記のとおり交付することに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づきその額を確定したの

で、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業は、「○○○○事業」とし、その内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

（１）算定基準額    金        円 

（２）交付決定額    金        円 

なお、本補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。 

 

３ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び鳥取県森林整備担い手育

成総合対策事業費補助金交付要綱（平成２９年３月２３日付第２０１６００１８９２０８号鳥取

県農林水産部長通知）の規定に従わなければならない。 

  



様式第５号（第１０条関係） 

 

 

年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業仕入控除税額確定報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

職  氏 名     様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

  年  月  日付第  号により交付決定のあった  年度鳥取県森林整備担い手育成総合

対策事業費補助金について、仕入控除税額が確定したので、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事

業費補助金交付要綱（平成２９年３月２３日付第２０１６００１８９２０８号鳥取県農林水産部長

通知。）第１２条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額                           金      円 

  （  年  月  日付第   号による通知額） 

 

２ 上記に係る補助対象経費の額                     金      円 

 

３ 実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を       金      円 

  超えるときは、当該交付決定控除税額） 

 

４ 消費税及び地方消費税額の申告により確定した仕入控除税額       金      円 

 

５ 補助金返還相当額（４－３）×（１÷２）               金      円 

 

（注）内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。



様式第６号（第１１条関係） 

番   号 

年 月 日 

 

 

職  氏 名     様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者 

 

 

年度鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業進捗状況報告書 

 

  年  月  日付第  号による交付決定に係る事業の  年度内の進捗状況について、鳥取県

補助金等交付規則第１７条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

補助金等の名称 
 

 

 

交 付 決 定 

 

算定基準額 交付決定額 

 

 

 

 

  年度までの実績   ① 
 

 

 

 

  年度における実績  ② 
 

 

 

 

  年度以降の実施予定 ③ 

 

 

 

 

 

 

（注）①から③目での合計は、交付決定と一致するものである。 


